
令和８年度 国民健康保険税について 

 

国民健康保険税とは 

職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入していない人は国民健康保険への加入が義務付けられており（国民

健康保険法第５条・第 6 条）、国民健康保険税は、国民健康保険加入者世帯の世帯主に課税されます。世帯主が国民

健康保険に加入していない場合であっても、世帯主が納税の義務を負い（地方税法第７０３条の４）、年度単位（４

月～３月）で課税され、加入・脱退の際は加入月までの月割で計算が行われます。 
 
 

国民健康保険税額の計算方法 令和 8年度から子ども・子育て支援納付金が加算されます！ 

 加入者数と総所得金額等をもとに算定されます。税率は佐賀県が示す国民健康保険税率を参考に毎年改定され、  

令和８年度の税率は下表のとおりです。 (   )は前年度との比較  

区分 所得割 均等割 世帯別平等割  年税額 課税限度額 

医療分 

加入者各々の前年中の総所

得金額等※１から基礎控除 

(４３万円)を差し引いた金額 

×９．５５％（-０．２１％） 
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６７万円 
（＋１万円） 

支援分 

（※２） 

加入者各々の前年中の総所

得金額等から基礎控除 

(４３万円)を差し引いた金額 

×２．８６％ 

 

 

９,９００円/人 
（＋２００円） 

 

 

１０,６００円/世帯 
（＋３００円） 

 

２６万円 

介護分(※３) 

(※４０歳以上 

６５歳未満) 

加入者各々の前年中の総所

得金額等から基礎控除 

(４３万円)を差し引いた金額 

×２．２２％（－０．１１％） 

 

 

１１,３００円/人 
（－３００円） 

 

 

５,６００円/世帯 
（－５００円） 

 

１７万円 

子ども・子育て

支援納付金分 

加入者各々の前年中の総所

得金額等から基礎控除 

(４３万円)を差し引いた金額 

×０．２６％ 

 

 

１,１００円/人 
※4 

 

 

６００円/世帯 

 

３万円 

※１ 前年中の総所得金額等…令和７年中の給与所得や年金所得、事業所得などのすべての所得（社会保険料控除な

どの所得控除前）、退職所得を除く分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得(特別控除後の金額)や株式等の譲渡

所得など)も含む 

※２ 支援分…７５歳未満の人が負担する後期高齢者医療制度への支援金 

※３ 介護分…４０歳以上６５歳未満の介護２号保険該当者がいる世帯のみに賦課 

※４ 子ども・子育て支援納付金分の均等割…１８歳未満の被保険者は全額軽減されます。 
 
 

所得の申告について 国民健康保険税の軽減や、高額療養費の自己負担限度額に影響します！ 

令和８年 3 月１７日以降に、令和７年分の所得税の確定申告や個人住民税の申告を行っている場合、当初通知に

申告内容が反映されていないことがあります。その場合は、翌月以降に申告内容が反映された通知書を発送します。 

また、国民健康保険の加入者は、収入が無い場合や、給与や公的年金以外に所得がある場合も申告が必要です。 
 
 

国民健康保険税の納付期限 

普通徴収 

（口座振替や納付書での納付） 
年間１０回 

６月から翌年３月までの各月末（１２月は２５日） 

※月末日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日 

特別徴収 

（年金天引き） 

仮 徴 収  ４月 ・ ６月 ・８月  

本 徴 収 １０月・１２月・２月 

普通徴収の人は口座振替やスマホアプリ決済も便利です。お尋ねは税務課 管理収納係（☎ 0942-85-3587） 

また、特別徴収から普通徴収（口座振替）への変更希望の場合は申請が必要です。市民税係へご相談ください。 



国民健康保険税の軽減・減免 加入者の状況によって軽減制度があります！ 

前年の所得が少ない場合、均等割と世帯別平等割が軽減されます（地方税法第７０３条の５） 

軽減割合 軽減の条件（世帯の所得の合計） 

7 割軽減 ４３万円＋【（給与所得者の数‐１）×１０万円】 以下 

5 割軽減 ［４３万円＋【（給与所得者の数‐１）×１０万円】＋３１万円×国民健康保険加入者数］以下 

2 割軽減 ［４３万円＋【（給与所得者の数‐１）×１０万円】＋５７万円×国民健康保険加入者数］以下 

※給与所得者等の数：納税義務者および世帯の国民健康保険被保険者のうち、給与所得がある者（収入金額が６５

万円を超える者に限る）の数および公的年金等に係る所得を有する者（給与所得を有する者を除く）の合計数 

※軽減判定は、世帯主（他保険加入者含む）および旧国民健康保険加入者（国民健康保険から後期高齢者医療制度

へ移行した者）の所得も含めて判定します。 

※軽減の判定を行う所得は公的年金特別控除の適用（６５歳以上の年金所得者は、年金所得から１５万円を差し引

く）、専従者控除前の所得、特別控除前の譲渡所得、基礎控除前の総所得金額を用いるため所得割の判定所得とは

異なります。 
 
 

軽減・減免の種類 対象となる世帯・対象者 期間など 
申請の

要否 

単身世帯の軽減 

世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者

医療保険に移行することで、残った国民健

康保険加入者が１人になる世帯 

世帯別平等割が５年間半額 

５年間経過後の３年間は４分の３の額 
不要 

旧被扶養者の軽減 

社会保険等の加入者が７５歳となり後期

高齢者医療保険になることで、その社会保

険の扶養を外れることとなった６５歳以

上の人（＝旧被扶養者） 

均等割額が２年間半額、所得割非課税 

国保加入者全員が旧被扶養者であれば、世

帯別平等割も２年間半額 

※７割、５割軽減対象世帯は除く 

不要 

未就学児にかかる軽減 小学校入学前の被保険者がいる世帯 
未就学児の均等割額が半額 

※７割、５割、２割軽減対象世帯含む 
不要 

産前産後にかかる軽減 出産予定または出産した被保険者 

単胎妊娠は出産（予定）月前月～翌々月、

多胎妊娠は 3 か月前～翌々月分の均等割・

所得割額を年税額から減額 

必要 

非自発的失業者に 

対する軽減・減免 

事業所の倒産、解雇、雇い止め等 

会社都合の退職者 

前年の給与所得を３０％とみなして計算。

離職日の翌日から翌年度末まで 
必要 

収入減少による 

徴収猶予・減免 

災害による甚大な人的・金銭的被害を受け

たり、貧困により公私の扶助を受けたりす

ることとなった場合など 

収入の状況や担税力によって案内が異な

ります。市民税係までご相談ください。 
必要 

 
 

国民健康保険の加入・脱退の手続きについて 

国民健康保険の加入・脱退は次の窓口で１４日以内に手続きを行ってください。 

国民健康保険に加入するとき 手続き窓口 国民健康保険を脱退するとき 手続き窓口 

子どもが生まれたとき 市民課 死亡したとき 市民課 

他の市町村から転入したとき 市民課 他の市町村に転出するとき 市民課 

職場の健康保険を離脱したとき 保険年金課 職場の健康保険に加入したとき 保険年金課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お問い合わせ先：税額計算、申告、納付、軽減・減免：税務課 市民税係    ☎ 0942-85-3588 

加入・脱退手続き、保険証について：保険年金課 健康保険係 ☎ 0942-85-3582 

 


